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派遣スタッフ就業規則 

 

第１章 総 則 

（目的） 

第 １ 条 本規則は、当社の労働条件を明らかにすることおよび職場秩序の維

持を目的として、従業員の就業に関する基本的事項を定めたもので

ある。 

（適用範囲） 

第 ２ 条 本規則は、派遣スタッフ（以下「従業員」という）に適用するもの

とし、従業員とは、会社と派遣労働契約を締結して会社の指示によ

り派遣先事業所（以下「派遣先」という）に派遣され、その指揮命

令を受け就業する者（以下「有期派遣スタッフ」という）および第

１０５条の定めにより有期雇用契約から無期労働契約に転換した者

（以下「正社員派遣スタッフ・無期派遣スタッフ」という）をいう。 

（従業員の定義） 

第 ３ 条 本規則での従業員とは、第６条（採用）および第７条（採用選考）

の規定により採用され、会社の従業員としての身分を有する者をい

う。 

（労働条件） 

第 ４ 条 従業員の労働条件は、本規則に定めるところによる。ただし、従業

員と会社が個別労働契約において、本規則の内容と異なる労働条件

を合意していた部分については、当該労働契約による労働条件が本

規則を下回る場合を除き、個別労働契約による労働条件を優先する。 

（就業規則による労働条件の変更） 

第 ５ 条 本規則に定める労働条件および服務規律等は、法律の改正および経

営環境の変化その他の業務上の必要により、従業員過半数の代表者

の意見を聴いて、変更することがある。 

２．会社は、本規則の変更による労働条件の変更について、直ちに周知

する。また、従業員は、周知された事項をよく理解するよう努めな

ければならない。 

３．個別労働契約を締結した場合において、従業員および会社が就業規

則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分

については、当該労働条件の内容が就業規則を下回る場合を除き、

個別労働契約による労働条件を優先する。 
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第２章 採用および異動 

（採用） 

第 ６ 条 会社は、派遣スタッフの採用に当たって、会社の派遣スタッフ名簿

に登録されている者のうちから、派遣スタッフとして就業を希望す

る者を選考して採用する。 

２．会社は、派遣スタッフの就業先紹介に当たって、当該派遣スタッフ

のキャリア形成を考慮し、派遣先の紹介を行うよう配慮する。 

（採用選考） 

第 ７ 条 従業員として入社を希望する者は、次の各号に掲げる書類を提出す

るものとし、会社は、書類選考、面接試験を行い、合格者を決定す

る。ただし、会社が認めた場合は、書類の一部の提出を省略するこ

とがある。 

（１）履歴書（提出日前３か月以内に撮影した写真を貼付すること） 

（２）職務経歴書（Ａ４判１枚） 

（３）健康状態確認書 

（４）各種資格証明書その他会社が必要とするもの 

（採用決定時の提出書類） 

第 ８ 条 採用内定者が従業員として採用されたときは、会社の指定した日ま

でに次の書類のうち会社が求めるものを提出しなければならない。 

（１）誓約書 

（２）通信回路の利用およびセキュリティーポリシーに関する誓約

書 

（３）身元保証書 

（４）扶養控除申告書 

（５）入社連絡票 

（６）健康保険被扶養者（異動）届 

（７）年金手帳の写し 

（８）雇用保険被保険者証の写し 

（９）自動車任意保険証書の写し 

（１０）健康診断検査結果報告書の写し 

（１１）運転免許証等、各種資格証明書の写し 

（１２）緊急連絡先 

（１３）従業員の個人情報取扱いに関する同意書 

（１４）番号利用法に定める個人番号カード、通知カードまたは個

人番号が記載された住民票の写しもしくは住民票記載事項証

明書（個人番号カードまたは通知カードについては、提示の

場合は原本の提示、送付の場合は写しの送付による。） 

（１５）前号の通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写

しもしくは住民票記載事項証 明書に記載された事項がその
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者に係るものであることを証するものとして番号利用法に定

める書類（ただし、対面で本人確認を行う場合は原本を提示

するものとする。） 

（１６）その他会社が必要とする書類 

２．前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面で

会社に届け出なければならない。ただし、会社が不要と判断したと

きは、省略する場合がある。 

（提出書類の利用目的） 

第 ９ 条 本規則およびこれに付随する諸規程に基づき提出された書類を、次

に掲げる目的のために利用する。 

（１）採用の決定 

（２）配属先の決定 

（３）給与、賞与、退職金の決定・支払いに必要な手続き 

（４）労働保険・社会保険の必要な手続き 

（５）人事異動 

（６）人事評価 

（７）昇降給の決定 

（８）健康管理 

（９）表彰・懲戒 

（１０）退職・解雇 

（１１）災害補償 

（１２）福利厚生 

（１３）教育訓練 

（１４）前各号の他、会社の人事管理上の諸施策を実施するために

必要な事項 

（特定個人情報の利用目的） 

第１０条 会社は、前条において取得した従業員および従業員の扶養家族の特

定個人情報は、以下の目的で利用する。 

（１）雇用保険届出事務 

（２）健康保険・厚生年金保険届出事務 

（３）国民年金第３号被保険者届出事務 

（４）労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務 

（５）給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務 

２．会社は、上記利用目的に変更がある場合には、速やかに、本人に通

知する。 

（内定取消） 

第１１条 採用内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消

し、採用しない。 

（１）採用の前提となる条件（卒業、免許の取得等）が達成されな
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かったとき 

（２）入社日までに健康状態が採用内定時より低下し、職務に堪え

られないと会社が判断したとき 

（３）暴力団員や暴力団関係者と関わりがあることが判明したとき 

（４）採用選考時の提出書類に偽りの記載をし、または面接時にお

いて事実と異なる経歴等を告知していたことが判明し会社と

の信頼関係を維持することが困難になったとき 

（５）採用内定後に犯罪、反社会的行為その他社会的な信用を失墜

する行為を行ったとき 

（６）その他前各号に準ずるまたはやむを得ない事由があるとき 

（採用の取消） 

第１２条 新たに採用した者が入社に際し、次の各号のいずれかに該当すると

きは、採用を取消すことがある。 

（１）正当な理由なく採用時の提出書類の提出を拒否したとき 

（２）会社の許可なく所定の様式の記載項目を省略したとき 

（３）履歴を偽りまたは不実の陳述をしたとき 

（契約期間） 

第１３条 従業員のうち、有期派遣スタッフの雇用契約は１回につき原則とし

て１年を超えないものとし、個別の雇用契約により定める。ただし、

第１０５条の定めにより有期雇用契約を締結した有期派遣スタッフ

は最長５年の有期契約を締結する場合がある。 

２．前項の雇用契約の期間は、会社が次の基準に基づき必要とした場合

に、有期派遣スタッフに事前に通知し、同意を得た上で更新するこ

とがある。 

（１）派遣先と契約更新の有無 

（２）派遣業務の内容または契約の条件の有無 

（３）契約期間中の勤務成績、態度または勤怠状況 

（４）業務遂行能力、業務効率性 

（５）派遣業務の進捗状況 

（６）会社の経営状況等 

（７）本規則を含む会社規程の遵守状況 

（８）その他上記各号に準じる状況の有無 

３．前項の会社からの通知が有期派遣スタッフに行われない場合、当該

雇用契約（更新した場合は更新後の雇用契約）は期間が終了した日

をもって、期間満了により終了する。ただし、雇用契約期間が１年

を超える場合または３回以上契約を更新している場合は、３０日以

上前に契約を更新しない旨の予告を行う。 

（試用期間） 

第１４条 新たに採用した者については、採用の日から１か月間を試用期間と
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する。 

２．試用期間中または試用期間満了時に、技能、勤務態度、人物等に関

して従業員として不適格であると認めたときは、会社は採用を取り

消し、本採用を行わない。 

３．本採用を行わないことの決定は、試用期間満了までに行うことがあ

る。 

４．会社は、本条第２項のうち試用期間満了までに、会社の従業員とし

ての適格性の判断のための時間がさらに必要であると判断した場合

には、会社はその裁量によって、解約権を留保したうえで、この試

用期間を、最大３か月を限度として延長することがある。ただし、

当該従業員が本採用を望まない場合は、本人都合の退職として扱う

ものとする。 

５．試用期間は勤続年数に通算する。 

（試用期間中の解雇） 

第１５条 試用期間中の者が次の各号のいずれかに該当するときは、試用期間

中または試用期間満了時に解雇する。 

（１）会社への提出書類の記載事項または面接時に申し述べた事項

が、事実と著しく相違することが判明したとき 

（２）業務遂行に支障となる恐れがある既往症を隠していたことが

判明したとき 

（３）正当な理由なく無断欠勤する等、誠実に勤務する意思、意欲

がないと会社が判断したとき 

（４）私傷病による１か月以上の欠勤がある場合、または私傷病に

より欠勤を繰り返す場合で、継続的な勤務が困難であると会

社が判断したとき 

（４）上司の指示・指導を受けても、従業員としての職務を遂行す

ることができないと会社が判断したとき 

（５）必要な業務を習得する能力がなく、本採用とするに不適当と

認められるとき 

（６）本規則の懲戒解雇事由に該当したとき、または本規則の解雇

事由に該当したとき 

（７）その他前各号に準ずる程度のやむを得ない事由があるとき 

２．前項の定めに基づいて解雇するときは、第９７条（解雇予告）に定

める手続きによる。 

（人事異動） 

第１６条 会社は、業務の都合により、従業員に対して職種、職場または勤務

地の変更を命ずることがある。従業員は、正当な理由がない限りこ

れを拒むことができない。 

２．前項で定める異動とは、次のとおりとする。 

（１）配置転換…同一事業場内での担当業務等の異動 
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（２）転 勤…勤務地の変更を伴う所属部門の異動 

（３）職種変更…職種の異動 

（４）海外派遣…日本国外の事業場への異動（出向の場合は第１８

条に定めるところによる） 

（５）一時異動…災害その他避けることのできない事由によって就

業が困難なときに、臨時的に勤務場所を移転した場合におけ

る当該勤務場所への異動 

（就業場所の変更） 

第１７条 従業員は個別の派遣契約に基づいて派遣先または派遣先における就

業場所（以下「就業場所」という。）について、当該派遣労働契約

期間途中の変更はないものとする。ただし派遣先事業所の移転、労

働者派遣契約の中途解約等により就業場所の確保が必要な場合、会

社は就業場所の変更を命ずることがある。 

２．会社は前項により、就業場所の変更を行う場合は従業員の不利益に

ならないよう次の労働条件の確保に努めるものとする。 

（１）通勤時間が増加する場合でも、現就業場所から６０分の増加

が限度であること 

（２）所定労働時間は、現就業時間の概ね１０％以内の増減である

こと 

（３）対象業務が、有期派遣スタッフにおいて登録している職種ま

たは現就業職種であること 

（４）給与は、現就業条件に定める時間単価の１００％が保障され

るものであること 

３．会社が前項の労働条件のすべてを満たしたうえで、新たな就業場所

の就労を指示したにもかかわらず、従業員が就業場所の変更を拒否

した場合、従業員は会社が指示した就業場所の変更による就労開始

日の前日をもって、自己都合による退職の申し出があったものとみ

なす。 

（出向命令等） 

第１８条 会社が在籍出向を命じようとする場合において、改めて本人の同意

を求めずにこれを命ずることができ、従業員は、正当な理由がない

限りこれを拒むことができない。 

（転籍） 

第１９条 会社は、従業員に対し、他社への転籍を求めることがある。この場

合、原則として、本人の同意を得るものとする。 

第３章 勤 務 

第１節 勤務時間、休憩、休日、出張 
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（起算日） 

第２０条 本規則において、１年、１ヶ月、１週間の各起算日は次のとおり取

扱う。 

１年  各年４月１日 

１ヶ月 各月１日 

１週間 各週日曜日 

（労働時間） 

第２１条 勤務時間は、休憩時間を除き原則として１日８時間以内、１週間４

０時間以内とし、始業時刻、終業時刻および休憩時間については、

派遣先事業所の就業時間を準用し、従業員ごとに個別の雇用契約に

よって定める労働条件通知書または就業条件明示書によって通知す

るものとする。 

２．前項の休憩時間について、派遣先事業所の労使協定の定めるところ

により、一斉休憩をしないことがある。 

３．本規則において、労働条件通知書または就業条件明示書は、労働者

派遣法第３４条ならびに労働基準法第１５条の規定による明示をさ

すものとする。 

４．第１項の始業時刻とは、会社の指揮命令に基づく業務を開始すべき

時刻のことをいい、同項の終業時刻とは、会社の指揮命令に基づく

業務を終了すべき時刻をいう。 

５．従業員は、始業時刻に業務を開始できるよう余裕をもって出勤しな

ければならない。また、終業時刻までに業務が終了するよう職務に

専念しなければならず、業務終了後は、速やかに退社しなければな

らない。 

６．従業員は、職場秩序を乱さない範囲で、休憩時間を自由に利用する

ことができる。ただし、外出する場合は、所属長にその旨を届け出

なければならない。 

（１か月単位の変形労働時間制） 

第２２条 所定労働時間は、労使協定を締結し、毎月１日を起算日とする１ヶ

月単位の変形労働時間制によることがある。この場合の所定労働時

間は、１か月を平均して１週間当たり４０時間以内の範囲とし、特

定の日における労働時間、始業および終業の時刻は派遣先事業所の

就労契約を勘案して、個別の雇用契約によって定める。 

２．前項による所定労働日、所定労働日ごとの始業および終業の時刻は、

従業員に対し、事前に文書（シフト表）で周知するものとする。 

（１年単位の変形労働時間制） 

第２３条 第２２条にかかわらず、派遣先事業所が１年単位の変形労働時間制

を採用している場合において、業務の都合その他必要のある時は、

１年を平均して１週の所定労働時間が４０時間を超えない範囲で所
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定労働時間を定める１年単位の変形労働時間制度を適用することが

ある。 

２．前項の運用を適用する場合は、対象となる従業員の範囲、対象期間、

各期間における１日の労働時間およびその労働時間毎の始業および

終業時刻等について労使協定によって定めるものとする。 

（勤務時間等の報告） 

第２４条 従業員は、派遣先の責任者の指示のもとに業務を行うものとする。 

２．業務遂行後は、勤務時間および業務内容を会社の定める書式により

報告しなければならない。 

３．報告の期日は会社の定めによる。 

（勤務時間、休憩時間の変更） 

第２５条 業務の都合により、全部または一部の従業員について、始業、終業

の時刻および休憩時間を変更することがある。 

（休日） 

第２６条 従業員の休日は、週に１回以上または派遣先事業所の就業形態に応

じ、就業条件明示書により個人別に定める。ただし、次の条件を下

まわることはないものとする。 

（１）労働基準法に基づく法定休日として、１週１日または４週４

日の休日は確保されるものであること 

（２）変形労働時間制（変形休日）を採用している場合も、１週平

均４０時間を超えることのない範囲で、休日が確保されてい

るものであること 

（３）１週間に１日の休日を与える場合、日曜日を起算とした週の

うち、いずれの所定休日も出勤した場合、当該最後の所定休

日を法定休日として取扱い、第７４条および第７５条に定め

る割増賃金を支給する。 

（４）変形休日制を適用する場合、毎年４月１日を起算として特定

の４週間に４日以上の休日が与えられなかった当該日を法定

休日として取扱い、第７４条および第７５条に定める割増賃

金を支給する。 

（振替休日） 

第２７条 会社は、業務上の都合によりやむを得ない場合は、あらかじめ振替

休日（休日に振り替えられる労働日をいい、できる限り同一週内の

日を指定するものとする。以下同じ。）を指定して、当初休日とさ

れた日に労働させることがある。あらかじめ振替休日を指定できな

いときは、次条（代休）に定めるところによる。 

２．前項により休日の振替を行うときは、前日までに振り替える休日を

指定し、従業員に通知する。 

３．法定外休日の振替について、半日単位の取得を認める。なお、半日
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とは規定の就業時間より４時間または終業時間までの４時間とする。 

（代休） 

第２８条 会社は、所定外労働をさせたとき、または振替休日の手続によらず

休日に出勤させたときは、当該所定外労働の時間数分または休日出 

勤の日数分の休暇（以下「代休」という。）を与えることができる。 

２．前項の代休の時間および日は、無給とする。ただし、当該代休の付

与に当たり、時間外労働があるときは時間外割増賃金のうち割増部

分（０.２５等）の額を、休日労働があるときは休日割増賃金のうち

割増部分（０.３５）の額を、深夜における労働があるときは深夜割

増賃金を支払う。 

（出張等） 

第２９条 従業員が、出張その他会社の用務を帯びて事業場外で業務に従事し

た場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働

したものとみなすことがある。ただし、会社があらかじめ別段の指

示をしたときはこの限りでない。 

（時間外労働および休日労働） 

第３０条 会社は、業務の都合により第２１条（労働時間）に定める所定労働

時間を超えて、または第２６条（休日）に定める所定休日に労働さ

せることがある。この場合において、法定の労働時間を超え、また

は法定の休日における労働については、会社はあらかじめ従業員の

過半数を代表する者と労使協定（以下「３６協定」という。）を締

結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出るものとし、当該協定

の範囲内で時間外労働または休日労働を行わせることとする。 

２．３６協定の範囲内の時間外労働または休日労働については、従業員

は、正当な理由なく拒否できない。 

（非常時災害の時間外労働） 

第３１条 災害その他避けることのできない事由により必要がある場合は、３

６協定の範囲を超えて就業させることがある。 

（適用除外） 

第３２条 監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取扱う者につ

いては、労働時間、休憩および休日の規定は適用しない。 

２．前項に該当する従業員については、労働時間の管理は自ら行うもの

とするが、当該従業員の健康確保のため、会社はその者の在社時間

等を管理するものとする。 

（教育訓練 ） 

第３３条 会社は、従業員が就労に必要な技能および知識を習得することがで

きるよう、必要な研修その他の教育訓練（以下、「教育訓練」とい
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う。）を行うものとする。 

２．従業員は、会社が指定する教育訓練を受講しなければならず、正当

な理由なく拒否することはできないものとする。 

３．会社は、従業員に対して、あらかじめ受講時間を明示して教育訓練

の受講を命じるものとし、従業員は明示された受講時間を超えて受

講してはならない。なお、従業員が明示された受講時間を超えて受

講した場合であっても、当該時間は労働時間としては認めないもの

とする。 

４．受講時間にかかる賃金は、就業条件明示書または別途明示する書面

に定める賃金を受講時間に応じて支払うものとする。 

５．教育訓練をＤＶＤの視聴、ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇ等により受講する

場合であっても、深夜時間帯、および法定休日における受講は禁止

する。 

第２節 休暇 

（年次有給休暇） 

第３４条 採用日から６か月間継続勤務し、所定労働日の８割以上出勤した従

業員に対しては、１０日の年次有給休暇を与える。その後１年間継

続勤務するごとに、当該１年間において所定労働日の８割以上出勤

した従業員に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年

次有給休暇を与える。 

勤続期間 ６か月 
１年  

６か月 

２年  

６か月 

３年 

６か月 

４年 

６か月 

５年  

６か月 

６年 

６か月以上 

付与日数 １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日 

２．前項の規定にかかわらず、週所定労働時間３０時間未満であり、か

つ、週所定労働日数が４日以下（週以外の期間によって所定労働日

数を定める従業員については年間所定労働日数が２１６日以下）の

従業員に対しては、下の表のとおり所定労働日数および勤続期間に

応じた日数の年次有給休暇を与える。 

週所定労働

日数 

１年間の所 

定労働日数 

勤 続 期 間 

６か

月 

１年 

６か

月 

２年 

６か

月 

３年 

６か

月 

４年 

６か

月 

５年 

６か

月 

６年 

６か月以

上 

４日 
１６９日～ 

２１６日 
７日 ８日 ９日 

１０

日 

１２

日 

１３

日 
１５日 

３日 
１２１日～ 

１６８日 
５日 ６日 ６日 ８日 ９日 

１０

日 
１１日 

２日 ７３日～１２ ３日 ４日 ４日 ５日 ６日 ６日 ７日 



11 

０日 

１日 
４８日～７２

日 
１日 ２日 ２日 ２日 ３日 ３日 ３日 

３．従業員が年次有給休暇を取得するときは、原則として３日前までに

所定の手続により、会社に届け出なければならない。また、原則と

して１日を単位として与えるが、本人が希望する場合には半日の単

位で取得することもできる。半日単位で取得する場合は、以下の通

り定める。 

午前半休 始業時刻より所定労働時間の半分を取得できる 

午後半休 始業時刻より所定労働時間の半分経過した時刻から取得できる 

４．年次有給休暇は本人の請求があった時季に与えるものとする。ただ

し、業務の都合によりやむを得ない場合には、他の時季に変更する

ことがある。 

５．第２項、第３項の規定に関わらず、会社が労働者代表との協定（年

次有給休暇の計画付与に関する労使協定書）により年次有給休暇を

計画的に付与することとした場合においては、その協定の定めると

ころにより年次有給休暇を付与するものとする。 

６．従業員は、その保有する年次有給休暇のうち、前項の労使協定に係

る部分については、その協定の定めるところにより取得しなければ

ならない。 

７．第１項の年次有給休暇が１０日以上与えられた従業員に対しては、

第２項、第３項の規定にかかわらず、付与日から１年以内に、当該

従業員の有する年次有給休暇日数のうち５日について、会社が従業

員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指

定して取得させる。ただし、従業員が第２項の規定による年次有給

休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を５日から控

除するものとする。 

８．年次有給休暇の有効期間は、付与日から２年間とする。なお、継続

雇用とは認められない状況となっても、次の雇用契約を締結するま

での期間が１ヶ月以内であった場合は、年次有給休暇が消滅するこ

とはない。 

（年次有給休暇の出勤率） 

第３５条 前条第１項の出勤率の算定につき、次の各号に掲げる期間は出勤し

たものとみなす。 

（１）業務上の負傷、疾病による療養のための休業期間 

（２）産前産後の休業期間 

（３）年次有給休暇を取得した期間 

（４）育児介護休業法に基づく育児休業および介護休業期間 

（５）特別休暇を取得した期間 
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（特別休暇） 

第３６条 従業員が次の事由に該当し、事前に所定の手続を経た場合には特別

休暇を与える。 

（１）父母、配偶者、配偶者の父母および子が死亡したとき 死亡日

から１ヶ月以内に３日 

（２）祖父母、兄弟姉妹および父母の兄弟が死亡したとき 死亡日

から１ヶ月以内に１日 

（３）配偶者の出産 出産日から２週間以内に１日 

（４）転勤発令時の新任地への移動および引越したとき 発令の翌

日より２日間 

（５）その他前各号に準じ会社が必要と認めたとき 会社の認めた

日数 

２．会社は、派遣先事業所があらかじめ休暇と定める日（創立記念日、

慰安旅行、夏期休暇、年末年始休日、年次有給休暇計画的付与日、

年次有給休暇取得奨励日等）に特別休暇を付与することがある。当

該休暇を付与する時は、会社は１か月前までに通知する。 

３．特別休暇の賃金については第８２条（休暇等の賃金）による。 

４．本条の特別休暇および次条（結婚休暇）は、休職中の者、産前産後

休業中の者、育児休業中の者および介護休業中の者には与えない。 

５．特別休暇は暦日で計算するが、休日は含まないものとする。 

６．２０２２年６月３０日まで旧株式会社ウェルクスに在籍し、かつ、

２０２２年７月１日時点で雇用契約が終了していない従業員は、現

雇用契約の終了日まで次の第１号から第７号に定める特別休暇を適

用する。ただし、２０２２年７月１日以降に雇用契約を新たに締結

もしくは雇用契約更新を行う従業員は、同条第１項から第５項を適

用する。 

（１）１年間の所定労働日数が正社員の８割以上である従業員は、

以下の表の事由に該当した場合、特別休暇を取得することが

できる。ただし、試用期間中に起算日がある場合は、取得対

象外とする。 

該当事由 
起算

日 
期間 取得期限 

本人が結婚するとき 
入籍

日 
5日 

起算日から 

12ヵ月以内 

妻が出産するとき 
出産

日 
2日 

起算日から 

2週間以内 

子（養子を含む）が結婚し、結婚式を行うとき 

結婚

式当

日 

2日 
起算日翌日

まで 

本人の兄弟姉妹（義兄弟除く）が結婚し、 結婚式 結婚 1日 起算日のみ 
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を行うとき 式当

日 

本人の実父母（養父母、継父母を含む）・配偶者・

子（養子を含む）が死亡したとき 

死亡

した

日 

喪主5

日 
起算日から 

1ヶ月以内 喪主

以外3

日 

本人の祖父母・兄弟姉妹（義兄弟除く）、または配

偶者の実父母（養父母、継父母を含む）が死亡した

とき 

死亡

した

日 

喪主5

日 
起算日から 

2ヶ月以内 喪主

以外2

日 

（２）前号の特別休暇は原則として１日単位で取得できる。ただし、

会社が特別に認めた場合は就労時間の途中から与えることが

できるものとし、当該日についてはそれ以降の労働義務免除

時間をもって１日分として取扱う。 

（３）特別休暇は、取得期限内に限り認めるものとし、期限を経過

してしまった場合は取得できない。 

（４）特別休暇は、取得開始日から連続して取得するものとし、取

得日数の算定には所定休日は除外する。ただし、特別休暇取

得期間の途中で会社都合により勤務が命じられたときに限り、

特別休暇を別日に振替えることを認める。 

（５）特別休暇を申請する場合には会社所定の方法によるものとし、

該当事由を証明する書類等を添付して会社の承認を得なくて

はならない。 

（６）本条に定める特別休暇は有給とする。 

（７）特別休暇は、年次有給休暇の算定年数、および勤続年数に通

算する。 

（結婚休暇） 

第３７条 従業員が会社に入社して１年以降に入籍（再婚含む）したときは、

その入籍日または挙式のいずれか早い日付から１年以内に、原則と

して連続する５日の結婚休暇を与える。ただし、結婚休暇は在籍中

１度のみの付与とする。 

２．結婚休暇の賃金については第８２条（休暇等の賃金）による。 

３．結婚休暇は暦日で計算するが、休日は含まないものとする。 

（産前産後の休暇） 

第３８条 ６週間以内（多胎妊娠の場合は１４週間以内）に出産予定の女性従

業員が申し出た場合には、産前６週間以内（多胎妊娠の場合は１４
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週間以内）の休暇を与える。 

２．産後は申出の有無にかかわらず、出産日から８週間の休暇を与える。

ただし、産後６週間を経過し、本人から請求があった場合には、医

師により支障がないと認められた業務へ就業させることがある。 

３．産前産後の休暇は無給とする。 

（母性健康管理の措置） 

第３９条 妊娠中または出産後１年を経過しない女性従業員から、所定労働時

間内に、母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）に基づく保健指

導または健康診査を受けるために申出があったときは、次の範囲で

時間内通院を認める。 

（１）産前の場合 

妊娠２３週まで…４週に１回 

妊娠２４週から３５週まで…２週に１回 

妊娠３６週から出産まで…１週に１回 

ただし、医師または助産師（以下「医師等」という。）がこ

れと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間 

（２）産後（１年以内）の場合 

医師等の指示により必要な時間 

２．妊娠中または出産後１年を経過しない女性従業員から、保健指導ま

たは健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨

申出があった場合、次の措置を講ずる。 

（１）妊娠中の通勤緩和措置として、通勤時の混雑を避けるよう指

導された場合は原則として１時間の勤務時間の短縮または２

時間以内の時差出勤を認める 

（２）妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間

の延長や休憩の回数を増やす 

（３）妊娠中または出産後の女性従業員が、その症状等に関して指

導された場合は、医師等の指導事項を遵守するための作業の

軽減や勤務時間の短縮、休業等の措置をとる 

（生理日の措置） 

第４０条 生理日の就業が著しく困難な女性従業員が請求したときは、１日ま

たは半日もしくは請求があった時間における就労を免除する。 

２．この措置による不就労時間に対する部分は、無給とする。 

（育児時間） 

第４１条 生後１年未満の子を育てる女性従業員は、あらかじめ申し出て、休

憩時間のほかに１日２回、各々３０分の育児時間を受けることがで

きる。 

２．前項の時間は、無給とする。 

（育児・介護休業、子の看護休暇等） 
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第４２条 従業員のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、

介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労

働、時間外労働および深夜業の制限ならびに所定労働時間の短縮措

置等（以下「育児・介護休業等」という。）の適用を受けることが

できる。 

２．前項に関する詳細は「育児・介護休業規程」に定めるところによる。 

（公民権行使の時間） 

第４３条 従業員が勤務時間中に選挙その他公民としての権利を行使するため、

あらかじめ申し出た場合は、それに必要な時間を与える。ただし、

業務の都合により、時刻を変更する場合がある。 

２．前項の時間は、無給とする。 

（裁判員等のための休暇） 

第４４条 従業員が裁判員もしくは補充裁判員となった場合または裁判員候補 

者となった場合には、次のとおり休暇を与える。 

（１）裁判員または補充裁判員となった場合 必要な日数 

（２）裁判員候補者となった場合 必要な時間 

２．前項の時間は、無給とする。 

３．裁判員等のための休暇を取得する場合には、会社に対して１ヶ月前

までに指定された方法により申請を行うものとし、裁判所からの証

明書は、発行後速やかに会社に提出する。 

第３節 休職、復職、定年および退職 

（休職） 

第４５条 従業員が、次の各号のいずれかに該当したときは、休職とする。た

だし、試用期間中の従業員には適用しない。 

（１）業務外の傷病により欠勤が、継続、断続を問わず日常業務に

支障をきたす程度（おおむね１か月程度を目安とする。）に

続くと認められるとき 

（２）精神または身体上の疾患により労務提供が不完全なとき 

（３）出向等により、他の会社または団体の業務に従事するとき 

（４）その他業務上の特別の事情があって休職させることを適当と

認めたとき 

２．前項第１号および第２号の事由による場合は、会社は従業員の主治

医に対し、直接症状確認の為の面談を求めることができる。併せて、

会社指定の医師による面談を命ずることができる。従業員はこれを

拒否することはできず、 会社指定の医師との面談にあたっては主治

医による診断書の提出を原則必須とする。 

３．前項の診断書には、主治医の見解として 、休職の必要性の判断、休

職を要する判断の場合はその期間、その他会社が求める内容が記載

されていなければならない。また、診断書の交付に要する費用は、
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原則従業員が負担する。 

（休職期間 ） 

第４６条 前条の期間（第１号および第２号にあっては、書面により会社が指

定した日を起算日とする。）は次のとおりとする。ただし、この休

職は法定外の福利措置であるため、復職の可能性が少ないものと会

社が判断した場合は、裁量により、その休職を認めず、またはその

期間を短縮することがある。 

（１）前条第１号および第２号のとき・・・３か月（起算日の前日

において勤続期間が１年未満の者については、１か月以上３

か月以下の範囲でその都度会社が定める） 

（２）前条第３号および第４号のとき・・・会社が必要と認める期

間 

（３）有期派遣スタッフ等の期間を定めて雇用している者が休職す

る場合、その雇用期間満了までの期間とする 

２．同一事由による休職の中断期間が６か月未満の場合は前後の休職期

間を通算し、連続しているものとみなす。 

３．前条第１号および第２号の休職にあっては、復職後の中断期間が６

か月である間に同一または類似の病名・症状により欠勤する場合は、

欠勤開始時から再度休職を命じ、休職期間については前の休職期間

と通算する。 

４．休職期間は、復職のための審査に必要な場合に限り１か月を限度と

して延長することがあるが、そのほかの事由で第１項の期間を延長

することはない。 

５．休職期間は、原則として、勤続年数に通算しない。ただし、会社の

業務の都合による場合、および会社が特別な事情を認めた場合はこ

の限りでない。 

６．休職期間中の健康保険料（介護保険料を含む。）、厚生年金保険料、

住民税等であって、従業員の月例賃金から通常控除されるものにつ

いては、休職期間中も本人負担とし、従業員は会社の請求に応じ、

当該保険料、税金等を指定期限までに会社に支払わなければならな

い。 

７．休職期間中は、無給とし、年次有給休暇の使用は認めない。 

（ 休職期間中の手続き） 

第４７条 会社は復職に向けた病状の経過を確認するため必要に応じて従業員

と適宜面談を行う。従業員が面談できる状態にない場合には、従業

員はメール等により病状の経過報告を行わなければならない。 

（復職） 

第４８条 従業員の休職事由が消滅したと会社が認めた場合、または休職期間

が満了した場合は、原則として、休職前の職務に復帰させる。ただ
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し、旧職務への復帰が困難な場合または不適当と会社が認める場合

には、旧職務とは異なる職務に配置することがある。 

２．休職中の従業員が復職を希望する場合には、所定の手続により会社

に申し出なければならない。 

３．休職期間が満了しても復職できないときは、原則として、休職満了

の日をもって自然退職とする。 

（私傷病休職の場合の復職） 

第４９条 私傷病休職（第４５条（休職）第１号および第２号の休職をいう。

以下同じ。）に係る前条第１項の「従業員の休職事由が消滅したと

会社が認めた場合」とは、休職者から復職の申出があったときまた

は休職期間満了時において、傷病等が治ゆ（休職前に行っていた通

常の業務を遂行できる程度に回復することまたは見込まれることを

いう。以下同じ。）し、かつ、次の各号のいずれにも該当し、また

は見込まれるものと会社が判断したときとする。 

（１）職場復帰に対して十分な意欲があること 

（２）独力で安全に通勤ができること 

（３）会社が設定している勤務日に、勤務時間の就労が継続して可

能であること 

（４）業務に必要とされる作業を遂行することができること 

（５）日々の業務による疲労が翌日まで蓄積することがないこと 

（６）適切な睡眠覚醒リズムが整っていること 

（７）投薬の影響等による昼間の眠気がないこと 

（８）業務遂行に必要な注意力および集中力が回復していること 

（９）健康時に行っていた通常の業務を遂行することができる程度

の健康状態に回復していること 

２．会社は、前項の判断を行うために、主治医の診断書の提出、休職者

との面談および会社が指定する医師の診断を指示することがある。 

当該指示を拒否した場合であって、復職の判断が不能であるときは、

休職期間満了による退職となることがある。 

３．復職日は、第１項の判断に基づき会社が決定するものとする。この

場合において、主治医の意見と会社が指定する医師の意見が異なる

ときは、会社が指定する医師の意見を優先する。 

４．復職した者については、本人の健康状態、業務の都合等を勘案し、

その就業場所、職種または職務を転換することがある。 

５．休職満了日までに復職日が決定できないときは、第５１条（退職）

の規定により自然退職とする。 

（定年等） 

第５０条 従業員の定年は満６０歳とし、６０歳の誕生日をもって定年とする。

ただし、定年に達した者であって本人が希望し、第５１条（退職）

に定める退職事由（年齢に係るものを除く）および第９６条（解雇）
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に定める解雇事由に該当しない場合は、満６５歳の誕生日を迎える

日までを限度とし、有期派遣スタッフとして再雇用する。ただし、

会社が認める場合はこれを超えて雇用する場合がある。 

２．再雇用後の契約期間、賃金、およびその他の労働条件は個別に定め

る雇用契約書によるものとする。 

（退職） 

第５１条 従業員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは退職とす

る。 

（１）本人が死亡したとき…死亡した日 

（２）定年に達したとき…定年年齢に達した日の属する月の末日 

（３）休職期間が満了しても休職事由が消滅しないとき…期間満了

の日 

（４）本人の都合により退職を願い出て会社が承認したとき、また

は退職届を提出して１４日を経過したとき…会社が退職日と

して承認した日、退職届を提出して１４日が経過したその日 

（５）従業員の行方が不明となり、１４日以上連絡がとれないとき

で、解雇手続をとらない場合…１４日を経過した日 

（６）従業員が解雇された場合…解雇の日 

（自己都合による退職手続） 

第５２条 従業員が自己の都合により退職しようとするときは、３０日前まで

に退職届により申し出なければならない。 

２．退職届を提出した者は、退職日まで従来どおり業務に従事しなけれ

ばならない。 

３．退職の申出が、所属長により受理されたときは、会社がその意思を

承認したものとみなす。この場合において、原則として、従業員は

これを撤回することはできない。 

４．退職を申し出た者は、退職日までの間に必要な業務の引継ぎを完了

しなければならず、退職日からさかのぼる２週間は現実に就労しな

ければならない。これに反して引継ぎを完了せず、業務に支障をき

たした場合は、懲戒処分を行うことがある。 

（退職および解雇時の手続） 

第５３条 従業員が退職し、または解雇された場合は、会社から貸与された物

品（作業服、パソコン、携帯電話等）その他会社に属するものを直

ちに返還し、会社に債務があるときは退職または解雇の日までに精

算しなければならない。また、返還のないものについては、相当額

を弁済しなければならない。 

２．従業員が退職しまたは解雇されたときの最終月の賃金は、原則とし

て直接本人に現金で支払う。 

３．退職しまたは解雇された従業員は、退職しまたは解雇された後も会
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社で知り得た機密を保持しなければならない。 

４．退職しまたは解雇された従業員は、離職後といえども、その在職中

に行った職務、行為ならびに離職後の守秘義務に対して責任を負う

とともに、これに違反し会社が損害を受けたときには、その損害を

賠償しなければならない。 

第４章 服務規律 

（服務の基本原則） 

第５４条 会社および派遣先は社会的な存在と認識し、そこで働く従業員は、

社会人としてのルールおよびマナーを守らなければならない。 

２．従業員は、本規則およびその他の諸規程を遵守し、業務上の指揮命

令に従い、自己の業務に専念し、業務運営を円滑に行うとともに、

相互に協力して職場の秩序を維持しなければならない。 

３．本規則に定められた各種届出は、原則として従業員本人が行うこと

とし、これに違反した場合、または手続を怠った場合は本規則に定

める取扱いを受けることができない。 

（服務心得） 

第５５条 従業員は、次の各号に掲げる事項を守り、服務に精励しなければな

らない。 

（１）経歴そのほかの会社に申告すべき事項および各種届出事項に

ついて虚偽の申告を行わないこと 

（２）職務の権限を越えて専断的なことを行わないこと 

（３）常に品位を保ち、会社および派遣先の名誉を害し信用を傷つ

けるような行為をしないこと 

（４）会社および派遣先内外を問わず、在職中または退職後におい

ても、会社および派遣先、取引先等の機密、機密性のある情

報、顧客情報、データ、ＩＤ・パスワードおよび会社および

派遣先の不利益となる事項を第三者に開示、漏洩、提供しな

いこと、またコピー等をして社外に持ち出さないこと 

（５）在職中または退職後においても業務上知り得た顧客データ等

の個人情報を開示、漏洩、提供しないこと、また、コピー等

を社外に持ち出さないこと 

（６）会社および派遣先の車輌、機械、器具その他の備品を大切に

し、原材料、燃料、その他の消耗品の節約に努め、製品およ

び書類は丁寧に扱いその保管を厳にすること 

（７）会社および派遣先の施設、車輌、事務機器を無断で使用し、

または私事に使用するため持ち出さないこと 

（８）許可なく職務外の目的で会社および派遣先の施設、物品等を

使用しないこと 
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（９）職務に関し、不当な金品の借用または贈与の利益を受けない

こと 

（１０）会社および派遣先と利害関係のある取引先から、みだりに

金品または飲食等のもてなしを受けたり、私事の理由で貸借

関係を結んだりしないこと 

（１１）勤務時間中は、職務に専念し、みだりに職場を離れたり私

事の用務を行ったりしないこと 

（１２）酒気を帯びて勤務しないこと。また就業時間内外を問わず、

会社の許可なく社内において飲酒しないこと 

（１３）業務内外を問わず酒気を帯びて車輌等を運転しないこと 

（１４）職場の整理整頓に努め、常に清潔に保つようにすること 

（１５）会社および派遣先の許可なく、会社および派遣先構内およ

び施設において、政治活動、宗教活動、社会活動、物品の販

売、勧誘活動、集会、貼紙、募金、署名、文書配布その他業

務に関係のない活動を行わないこと 

（１６）会社および派遣先施設内で、賭博その他これに類似する行

為を行わないこと 

（１７）会社の許可なく、他の会社の役員に就任し、または従業員

として労働契約を結びもしくは営利を目的とする業務を行っ

たりしないこと 

（１８）所定の場所以外で、喫煙し、またはたき火、電熱器もしく

はコンロ等の火気を許可なく使用しないこと 

（１９）ハラスメントにより、他の従業員に不利益を与えたり、職

場の環境を悪くしたりしないこと 

（２０）服装を正しくし、作業の安全や清潔感に留意した頭髪、身

だしなみをすること 

（２１）他の従業員と金銭貸借をしないこと 

（２２）自転車、自動車（原付、自動二輪含む）での通勤をしない

こと 

（２３）社内、取引先ならびに依頼者宅等で、暴行、脅迫、傷害、

窃盗、器物破壊等の行為や喧嘩、流言、落書、またはこれら

に類する行為を行わないこと 

（２４）会社および派遣先の許可なく、依頼者等から物品を預から

ないこと 

（２５）会社および派遣先の許可の有無に関わらず、依頼者等から

金銭を預からないこと 

（２６）暴力団員、暴力団員でなくなったときから５年を経過しな

いもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、

社会運動等標ぼうゴロ等、特殊知能暴力団等その他反社会的

勢力の構成員、その他これらに準じるものとの関係をもたな

いこと 

（２７）常に会社等の利益を考えた行動を心がけ、会社等の利益に
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反する事態、事件、問題を認知した場合は報告、連絡、相談

を迅速かつ正確に行わなければならない。 

（２８）社内において会社等の許可なく私的行為（インターネット、

Ｅ－ｍａｉｌ、携帯電話、スマートフォン、ゲーム機、その

他通信機器等の使用を含む）、その他業務とかかわりのない

行為を行ってはならない。 

（２９）会社等の許可無く、会社等から貸与されているパソコン、

スマートフォン等にソフトウェアやアプリをインストールし

てはならない。 

（３０）会社等のパソコン・メールアドレスを業務以外の目的で使

用してはならない。 

（３１）その他、法律等、会社および派遣先の命令、通知事項を遵

守すること 

（競業避止義務） 

第５６条 従業員は、在職中および退職後を通じて、業務上必要な場合を除き、

会社および派遣先の重要な秘密を外部に漏らしたり、業務外の目的

に使用することはできない。 

２．従業員は、在職中および退職後を通じて、書面による会社および派

遣先の承認なしに、前項の秘密を利用して競業的行為を行うことは

できない。 

（秘密保持） 

第５７条 従業員は、営業の秘密を不正に開示し、または使用してはならない。 

２．従業員は、職務上の注意を欠いて営業の秘密を漏えいさせてはなら

ない。 

３．前項にいう営業の秘密とは、会社および派遣先が保有する技術上ま

たは営業上有用な情報であって、会社および派遣先が秘密として管

理するものをいう。 

（個人情報および特定個人情報管理義務） 

第５８条 従業員は、取引先、顧客その他の関係者および会社および派遣先の

役員、従業員等の個人情報および特定個人情報を正当な理由なく開

示し、利用目的を逸脱して取扱い、または漏洩してはならない。在

職中はもとより、退職後においても同様とする。 

（出退勤） 

第５９条 従業員は、出社および退社に際しては、次の事項を守らなければな

らない。 

（１）始業時刻には業務を開始できるように出勤し、終業後は特別

な用務がない限り速やかに退社すること 

（２）退社するときは、機械、器具および書類等を整理整頓し、安

全および火気を確認すること 
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（３）出退社の際は、本人自ら所定の方法により、出退社の事実を

明示すること 

（４）勤務時間外または休日に出勤する場合は、会社の許可を得る

こと 

２．従業員は、出社および退社において、日常携帯品以外の品物を持ち

込みまたは持ち出そうとするときは、会社の許可を受けなければな

らない。 

（入場禁止および退場） 

第６０条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、事業場内への入場を

禁止し、または退場を命ずることがある。 

（１）会社内の秩序および風紀を乱し、またはそのおそれがあると

思われる者 

（２）火気、凶器、毒物、薬物その他業務遂行に不要なものを携帯

する者 

（３）酒気を帯びまたは酒類を携帯する者 

（４）その他会社が入場禁止を必要と認めた者 

（所持品検査） 

第６１条 会社は必要に応じて、その理由を明示のうえ、所持品の検査を行う

ことがある。この場合、従業員はこれに応じなければならない。 

（持込持出） 

第６２条 従業員は、出社および退社の場合において、日常携帯品以外の品物

を持ち込み、または持ち出そうとするときは、派遣元の責任者およ

び派遣先の責任者の許可を受けなければならない。 

２．従業員は、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末、携帯電話（Ｐ

ＨＳを含む）等（以下総じて「パソコン等」という。）、記録装置

（カメラ、ビデオ、録音機能がついたもの等）や、記憶媒体（ＦＤ、

ＣＤ－Ｒ、ＵＳＢメモリ等）の持ち込みに関しては、派遣先の指示

に従うものとし、派遣先の許可なく使用しないものとする。 

３．従業員は、職場の正常な秩序維持のため、会社または派遣先からそ

の所持品の検査を求められたときは、これに協力しなければならな

い。 

（ソーシャルメディアの利用） 

第６３条 従業員は、ソーシャルメディア等の利用について、次の各号の特徴 

を十分に理解しておかなければならない。 

（１）ソーシャルメディアにおいて発信した内容は、瞬時に不特定

多数に拡散すること 

（２）一度発信され、公開された内容は、これを完全に削除するこ

とは不可能であること 

（３）身元を隠して発信したとしても、発信者の氏名や所属が特定
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されることがあること 

２．従業員は、ソーシャルメディア等の利用について、次の事項を守ら

なければならない。 

（１）トライトグループビジネスにかかる情報、売上や人事に関す

る社内情報、取引先情報、顧客情報等自己の責によらず公知

になった情報以外についての書き込みをしないこと 

（２）会社や従業員、取引先や顧客等個人を誹謗中傷した書き込み

をしないこと 

（３）人種や宗教、性別等に関する中傷、特定の個人に対する侮 

辱やプライバシーを侵害する内容等を書き込みしないこと 

（４）会社のロゴマークや商品の画像・映像・社内の写真の掲載を

会社の許可なく使用しないこと 

（５）その他、著作権、商標権、肖像権等第三者の権利を尊重し、

侵害しないこと  

（６）会社の信用を失墜させるような発信は厳に慎むこと 

（７）常に誠実な態度で良識ある発信を行うよう、心がけること 

（遅刻、早退、欠勤等） 

第６４条 従業員が、遅刻、早退もしくは欠勤をし、または勤務時間中に私用

外出するときは、事前に派遣元責任者もしくは担当者の承認を得る

ことはもとより、派遣先の責任者へ届け出なければならない。ただ

し、やむを得ない事由により事前に申し出る余裕のない場合は、始

業時刻までに電話等により届け出ること。また、緊急やむを得ない

理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに

届け出なければならない。 

２．従業員が、傷病による欠勤、遅刻、早退をする場合、会社はその日

数にかかわらず医師の証明書、または診断書その他勤務しない事由

を明らかにする証明書類を求めることがある。従業員は原則として、

当該命令を拒むことは出来ない。その場合の費用は個人負担とする。 

（無断欠勤） 

第６５条 正当な理由なく事前の届出をせず、また、当日の午前中に電話また

はメールによる連絡をせず欠勤したときは、無断欠勤とする。届出

のある欠勤であっても正当な理由が認められないものについても同

様とする。 

２．前項の欠勤をした場合に、年次有給休暇への振り替えは認めない。

ただし、本人からの請求により、会社が承認した場合にはこの限り

でない。 

（面会） 

第６６条 従業員は、勤務時間中に私用外来者と面会してはならない。ただし、

派遣先の責任者の許可を受けたときは、この限りではない。 
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第５章 賃 金 

（基本給） 

第６７条 有期派遣スタッフの賃金は原則として時間給制とし、従業員各人の

職務の内容、成果、意欲、遂行能力および経験等を総合考慮のうえ

決定し、個別労働契約によって通知する。ただし、勤務形態により、

日給月給制とする場合がある。 

２．正社員派遣スタッフ・無期派遣スタッフ（第１０５条の定めにより

無期転換された者を除く）の賃金は原則として日給月給制とし、従

業員各人の職務の内容、成果、意欲、遂行能力および経験等を総合

考慮のうえ決定する。 

（資格手当） 

第６８条 資格手当は、従業員が保有する資格に応じて支給するものとする。 

（処遇改善手当） 

第６９条 処遇改善手当は、従業員の処遇を改善することを目的として支給す

るものとする。 

（赴任手当） 

第７０条 赴任手当は扶養家族がいる従業員に対し、業務の都合により住所地

を離れ、別途住居を構えた上で当該業務に従事する期間に対して支

給する。 

（危険手当） 

第７１条 危険手当は、汚染除去等、会社が別途定める業務に従事する者に対

して派遣先事業所毎に定める手当を支給する。 

（福祉手当） 

第７２条 福祉手当は、従業員が保有する障害手帳の等級に応じて支給する。 

（通勤手当 ） 

第７３条 通勤手当は、別途定めるところにより支給する。 

（時間給制の割増賃金） 

第７４条 時間給制の従業員が１日８時間または１週間４０時間を超えて勤務

（以下「超過勤務」という。）し、もしくは法定休日に勤務した場

合、ならびに勤務が深夜（午後１０時から翌日午前５時）に及んだ

場合は、次の算式により計算して割増賃金を支給する。ただし、第

２２条（１か月単位の変形労働時間制）・第２３条（１年単位の変

形労働時間制）の定めを適用する場合、それぞれの法定労働時間を

超えて勤務した場合、割増賃金を支払うものとする。 

（１）時間外割増賃金（法定労働時間を超えて時間外労働が１か月
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間で６０時間以下の場合） 

 時給×（１＋０.２５）×時間外労働時間数 

（２）時間外割増賃金（法定労働時間を超えて時間外労働が１か月

間で６０時間を超える場合） 

 時給×（１＋０.５０）×時間外労働時間数 

（３）休日割増賃金（法定の休日に労働させた場合） 

 時給×（１＋０.３５）×法定休日労働時間数 

（４）深夜割増賃金（午後１０時から午前５時までの間に労働させ

た場合） 

 時給×０.２５×深夜労働時間数 

２．前項の定めに関わらず、日給月給制の割増賃金は次条の定めにより

計算する。 

３．本条における１か月は毎月１日を起算日とする。 

（日給月給制の割増賃金） 

第７５条 日給月給制の従業員が１日８時間または１週間４０時間を超えて勤

務（以下「超過勤務」という。）し、もしくは法定休日に勤務した

場合、ならびに勤務が深夜（午後１０時から翌日午前５時）に及ん

だ場合は、次の算式により計算して割増賃金を支給する。ただし、

第２２条（１か月単位の変形労働時間制）・第２３条（１年単位の

変形労働時間制）の定めを適用する場合、それぞれの法定労働時間

を超えて勤務した場合の割増賃金を支払うものとする。 

（１）時間外割増賃金（法定労働時間を超えて時間外労働が１か月

間で６０時間以下の場合） 

基本給＋資格手当＋処遇改善手当＋危険手当

＋福祉手当 ×（１＋０．２５）×時間外労働

時間数 
２０日×８時間 

（２）時間外割増賃金（法定労働時間を超えて時間外労働が１か月

間で６０時間を超える場合） 

基本給＋資格手当＋処遇改善手当＋危険手当

＋福祉手当 ×（１＋０．５０）×時間外労働

時間数 
２０日×８時間 

（３）休日割増賃金（法定の休日に労働させた場合） 

基本給＋資格手当＋処遇改善手当＋危険手当

＋福祉手当 ×（１＋０．３５）×時間外労働

時間数 
２０日×８時間 

（４）深夜割増賃金（午後１０時から午前５時までの間に労働させ

た場合） 

基本給＋資格手当＋処遇改善手当＋危険手当＋福 ×０．２５×時間外労働時間
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祉手当 数 

２０日×８時間 

２．前項の定めに関わらず、第３２条（適用除外）に該当する者は、前

項第１号、第２号および第３号の時間外、休日に関する割増賃金は

適用しない。 

３．第２３条（１年単位の変形労働時間制）の規定により労働させた期

間が当該対象期間より短い従業員に対しては、その従業員が労働し

た期間を平均し１週間当たり４０時間を超えて労働させた時間（前

条の規定による割増賃金を支払った時間を除く。）については、前

条の時間外労働についての割増賃金の算式中の割増率を０．２５と

して計算した割増賃金を支払う。 

４．本条における１か月は毎月１日を起算日とする。 

（賃金の支払方法） 

第７６条 賃金は通貨で直接本人にその全額を支払う。ただし、従業員との書

面協定により、従業員が希望した場合は、その指定する金融機関等

の口座への振込みにより賃金の支払いを行う。 

（賃金の控除） 

第７７条 次に掲げるものは、賃金から控除する。 

（１）源泉所得税 

（２）住民税 

（３）健康保険および厚生年金保険の保険料（介護保険料を含む）

の被保険者負担分 

（４）雇用保険の保険料の被保険者負担分 

（５）労使協定により賃金から控除することとしたもの 

（賃金の計算期間および支払日） 

第７８条 賃金は、毎月１日から末日までの分について、翌月１５日に支払う。

ただし、賃金支払日が休日にあたるときは、その直前の休日でない

日に支払う。 

２．前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、

従業員（本人が死亡したときはその者の収入によって生計を維持さ

れていた者）の請求により、賃金支払日以前であっても既往の労働

に対する賃金を支払う。 

（１）従業員またはその収入によって生計を維持する者が出産し、

疾病にかかり、または災害を受けた場合 

（２）従業員またはその収入によって生計を維持する者が結婚し、 

または親族の葬儀を行い、その臨時の費用を必要とする場合 

（３）従業員が死亡した場合 

（４）従業員またはその収入によって生計を維持する者がやむを得

ない事情により１週間以上にわたって帰郷する場合 
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（５）その他やむを得ない事情があると会社が認めた場合 

３．会社は、従業員本人より申請があった場合、申請日以前の労働に対

する賃金を上限として賃金支払日以前に給与の一部を支払うことが

ある 

（中途入社時等の場合の日割計算） 

第７９条 正社員派遣スタッフ・無期派遣スタッフが賃金計算期間の途中に入

社、退職、休職または復職した場合は、その月の賃金を下記の算式

により日割計算して支払う。 

     基本給＋手当 

     — — — — — — — — — — — —   ×出勤日数 

   ２０（日） 

（欠勤等の場合の時間割計算等） 

第８０条 正社員派遣スタッフ・無期派遣スタッフが欠勤、遅刻、早退および

私用外出をした場合の時間については、原則として１日または１時

間当たりの賃金月額に欠勤、遅刻、早退および私用外出の合計時間

数を乗じた額を差し引くものとする。ただし、賃金計算期間の全部

を休業した場合は、賃金月額のすべてを支給しないものとする。 

（１）遅刻・早退・私用外出等の控除 

基本給＋手当 

— — — — — — — — — — — —  ×不就労時間数 

１６０（時間） 

（２）欠勤控除 

出勤日数が１０日を超える場合は、下記計算式により算出し

た金額を賃金月額より控除する 

基本給＋手当 

— — — — — — — — — — — —  ×不就労日数 

 ２０（日） 

出勤日数が１０日以下の場合、下記の算式により日割計算し

て支払う 

基本給＋手当 

— — — — — — — — — — — —  ×出勤日数 

  ２０（日） 

（ 端数の計算） 

第８１条 賃金の計算において、端数があるときは、支給については１円未満

を切り上げるものとし、控除については１円未満を切り捨てる。 

（休暇等の賃金） 

第８２条 第３４条（年次有給休暇）・第３６条（特別休暇）・第３７条（結

婚休暇）に定める休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払

われる通常の賃金を支給する。 
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２．次の休暇および休業期間等は無給とする。ただし、会社が必要と認

めるときは、賃金の全部または一部を支給することがある。 

（１）公民権行使の時間 

（２）産前産後休業 

（３）母性健康管理のための休暇等の時間 

（４）生理日の措置の日または時間 

（５）育児時間 

（６）育児・介護休業期間（勤務時間の短縮の場合は短縮された時

間） 

（７）子の看護休暇および介護休暇 

（８）休職期間 

（９）裁判員のための休暇 

３．会社の責めに帰すべき事由により、休業したときは、休業手当を支

給する。休業手当の額は、１日につき平均賃金の６割とする。ただ

し、別途、労使間において協定を締結した場合はこの限りではない。 

（休業手当） 

第８３条 従業員に責めがなく、会社の都合により従業員を臨時に休業させる

場合は、労働基準法第２６条に基づき、休業させる１日につき休業

手当として同労基準法で定める平均賃金の１００分の６０以上の賃

金を支給する。ただし、天災事変そのほか会社の責めに期さない事

由による休業については賃金を支給しない。 

（昇給 ・降給） 

第８４条 昇給・降給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定す

る。 

２．顕著な業績が認められた従業員については、前項の規定にかかわら

ず昇給を行うことがある。 

３．業務上、大きな災害、事故、損害、損失を出した従業員、制裁の対

象となった従業員に対しては、第１項の規程に関わらず降給を行う

ことがある。 

（賞与） 

第８５条 賞与は、基本給に含めて支給する。 

（退職金） 

第８６条 退職金は、別に定める労使協定に基づき基本給に含めて支給する。 

第６章 表彰ならびに制裁 

（表彰） 

第８７条 会社は、従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、賞罰委員
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会において決定し、表彰する。 

（１）業務上有益な発明、考案を行い、会社の業績に貢献したとき 

（２）永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範と

なるとき 

（３）永年にわたり無事故で継続勤務したとき 

（４）社会的功績があり、会社および労働者の名誉となったとき 

（５）前各号に準ずる善行または功労のあったとき 

２．表彰は、原則として都度行う。 

（制裁の種類、程度） 

第８８条 制裁の種類は、その情状により次のとおりとする。 

（１）訓 戒 口頭により、将来を戒める 

（２）譴 責 始末書を提出させて、将来を戒める 

（３）減 給 始末書を提出させて、減給する。ただし、１回につき

平均賃金の１日分の半額、総額においては一賃金支払期の賃

金総額の１０分の１を超えない範囲でこれを行う 

（４）出勤停止 始末書を提出させ、７日以内の出勤を停止する。そ

の期間の賃金は支払わない 

（５）降格・降級 役付の降格、解任、職級の降級、を行う。この場

合、賃金の降給を伴う場合がある 

（６）諭旨解雇 懲戒解雇相当の事由がある場合で、本人に反省が認

められるときは退職願を提出するように勧告する。ただし、

勧告に従わないときは懲戒解雇とする 

（７）懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合

において、所轄労働準監督署長の認定を受けたときは、予告

手当を支給しない。なお退職金も同様とする 

（制裁の事由） 

第８９条 従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、情状に応じ、戒告、

譴責、減給または出勤停止とする。 

（１）正当な理由なく欠勤をしたとき 

（２）正当な理由なくしばしば遅刻、早退し、またはみだりに任務

を離れる等誠実に勤務しないとき 

（３）過失により会社に損害を与えたとき 

（４）虚偽の申告、届出を行ったとき 

（５）重大な報告を疎かにした、または虚偽の報告を行ったとき 

（６）職務上の指揮命令に従わないとき 

（７）素行不良で、会社内の秩序または風紀を乱したとき（セクシ

ュアルハラスメント、パワーハラスメント等のハラスメント

によるものを含む。） 

（８）会社内あるいはこれに準ずる場所で暴行、脅迫、傷害、暴言

またはこれに類する行為をしたとき 
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（９）会社に属するコンピュータ、電話（携帯電話を含む。）、フ

ァクシミリ、インターネット、電子メールその他の備品を無

断で私的に使用したとき 

（１０）過失により会社の建物、施設、備品等を汚損、破壊、使用

不能の状態等にしたとき、またはサーバ、ハードディスクそ

の他電子媒体に保存された情報を消去または使用不能の状態

にしたとき 

（１１）会社および会社の従業員、または関係取引先を誹謗もしく

は中傷し、または虚偽の風説を流布もしくは宣伝し、会社業

務に支障を与えたとき 

（１２）会社および関係取引先の秘密およびその他の情報を漏らし、

または漏らそうとしたとき 

（１３）職務に対する熱意または誠意がなく、怠慢で業務に支障が

及ぶと認められるとき 

（１４）職務の怠慢または監督不行届きのため、災害、傷病または

そのほかの事故を発生させたとき 

（１５）職務権限を越えて重要な契約を行おうとしたとき、または

実際に行ったとき 

（１６）信用限度を超えて取引を行おうとしたとき、または実際に

行ったとき 

（１７）部下に対して、必要な指示、注意、指導を怠ったとき 

（１８）部下の、懲戒に該当する行為に対し、監督責任があるとき 

（１９）第４章（服務規律）に違反したとき 

（２０）その他本規則および諸規程に違反し、または非違行為もし

くは前各号に準ずる不都合な行為があったとき 

２．従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、降格・降級、諭旨

解雇または懲戒解雇に処する。ただし、情状により減給または出勤

停止とする場合がある。 

（１）正当な理由なく、欠勤が１４日以上におよび、出勤の督促に

応じないまたは連絡が取れないとき 

（２）正当な理由なく遅刻、早退または欠勤を繰り返し、再三の注

意を受けても改めないとき 

（３）正当な理由なく業務上の指示または命令に従わないとき 

（４）故意または重大な過失により、会社に重大な損害を与えたと

き 

（５）重要な経歴を偽り採用されたとき、および重大な虚偽の届出

または申告を行ったとき 

（６）重大な報告を疎かにした、または虚偽報告を行った場合で、

会社に損害を与えたときまたは会社の信用を害したとき 

（７）正当な理由なく配転・出向命令等の重要な職務命令に従わな

いとき 

（８）素行不良で、著しく会社内の秩序または風紀を乱したとき 
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（セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等のハラ

スメントによるものを含む。） 

（９）会社内あるいはこれに準ずる場所で暴行、脅迫、傷害、暴言

またはこれに類する重大な行為をしたとき 

（１０）会社に属するコンピュータによりインターネット、電子メ

ール等を無断で私的に使用して猥褻物等を送受信し、または

他人に対する嫌がらせ、ハラスメント等反社会的行為に及ん

だとき 

（１１）故意または重大な過失によって会社の建物、施設、備品等

を汚損、破壊、使用不能の状態等にしたとき、またはサーバ、

ハードディスクそのほか電子媒体に保存された会社の重要な

情報を消去もしくは使用不能の状態にしたとき 

（１２）会社および会社の従業員、または関係取引先を誹謗もしく

は中傷し、または虚偽の風説を流布もしくは宣伝し、会社業

務に重大な支障を与えたとき 

（１３）会社および関係取引先の重大な秘密およびそのほかの情報

を漏らし、あるいは漏らそうとしたとき 

（１４）注意および指導を受けたにもかかわらず、職務に対する熱

意または誠意がなく、怠慢で業務に支障が及ぶと認められる

とき 

（１５）職務の怠慢または不注意のため、重大な災害、傷病または

その他事故を発生させたとき 

（１６）職務権限を越えて重要な契約を行い、会社に損害を与えた

とき 

（１７）信用限度を超えて取引を行い、会社に損害を与えたとき 

（１８）会社内における窃盗、横領、背任または傷害等刑法等の犯

罪に該当する行為があったとき 

（１９）刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行ったとき 

（実際に各規定の適用を受けるかどうかは問わない） 

（２０）会計、経理、決算、契約にかかわる不正行為または不正と

認められる行為等、金銭、会計、契約等の管理上ふさわしく

ない行為を行い、会社の信用を害すると認められるとき 

（２１）暴力団員、暴力団員でなくなったときから５年を経過しな

いもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、

社会運動等標ぼうゴロ等、特殊知能暴力団等その他反社会的

勢力の構成員、その他これらに準じるものと関係があったと

認められるとき 

（２２）前項の懲戒を受けたにもかかわらず、あるいは再三の注意、

指導にもかかわらず改悛または向上の見込みがないとき 

（２３）第４章（服務規律）の他、本規則および各種規程に違反す

る重大な行為があったとき 

（２４）その他本規則および諸規程に違反し、または非違行為を繰 
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り返し、あるいは前各号に準ずる重大な行為があったとき 

（懲戒解雇の通知） 

第９０条 懲戒解雇に該当するときであって、行方が知れず懲戒解雇処分の通

知が本人に対してできない場合は、届出住所または家族の住所への

郵送により懲戒解雇の通知が到達したものとみなす。 

（懲戒の手続） 

第９１条 会社が懲戒処分を行おうとするときは、処分の内容、非違行為、懲

戒の事由等を懲戒処分通知書で従業員に通知する。 

２．諭旨解雇または懲戒解雇に該当するおそれのあるときは、当該従業

員に対し、弁明の機会を付与する。この場合、従業員は、自ら選ん

だ会社所属の従業員１名を立ち会わせることができるものとする。 

（監督者の懲戒） 

第９２条 監督および指導の怠慢により、部下が懲戒処分に該当する行為をし

た場合は、当該監督者の責任の範囲で当該監督者を懲戒することが

ある。 

（協力者の懲戒） 

第９３条 懲戒を受けることとなった従業員の不当行為に協力し、または扇動

した者に対しては、その程度に応じて同様にこれを懲戒することが

ある。 

（懲戒処分前の就業制限） 

第９４条 違反行為者に対して懲戒処分が決定するまでの間、会社は当該従業

員に対して他の勤務に就かせ、または就業を制限し、謹慎を命ずる

ことがある。謹慎した場合は、その間の賃金は支給しない。ただし、

会社の責に帰すべき事由による休業の場合は、賃金を支払う場合が

ある。 

（損害賠償） 

第９５条 従業員および従業員であった者が故意または重大な過失によって会

社に損害を与えたときは、損害の全部または一部の賠償を求めるこ

とがある。ただし、損害賠償を行ったことによって懲戒を免れるこ

とはできない。また、懲戒処分を受けたことによって損害賠償の責

めを免れることはできない。 

第７章 解 雇 

（解雇） 

第９６条 従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は解雇とする。 
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（１）精神または身体に故障があるか、または虚弱、傷病、そのほ

かの理由により業務に耐えられない、または労務提供が不完

全であると認められるとき 

（２）協調性がなく、注意および指導しても改善の見込みがないと

認められるとき 

（３）職務の遂行に必要な能力を欠き、かつ、他の職務に転換させ

ることができないとき 

（４）勤務成績、勤務態度その他の業務能率全般が不良で業務に適

さないと認められるとき 

（５）正当な理由のない遅刻および早退、ならびに欠勤および直前

の休暇請求が多く、労務提供が不完全であると認められると

き 

（６）特定の地位、職種または一定の能力を条件として雇い入れら

れた者で、その能力または適格性が欠けると認められるとき 

（７）事業の縮小その他会社のやむを得ない事由がある場合で、か

つ、他の職務に転換させることもできないとき 

（８）重大な懲戒事由に該当するとき 

（９）第８８条（制裁の種類、程度）第１号および第２号に該当す

る場合であっても、改悛の情が認められなかったり、繰り返

したりして、改善の見込みがないと認められるとき 

（１０）非違行為が繰り返し行われたとき 

（１１）会社の従業員としての適格性がないと判断されるとき 

（１２）天災地変、その他やむを得ない事由により、事業の継続が

不可能となり、雇用を維持することができなくなったとき 

（１３）有期雇用派遣スタッフについて、派遣先の事業の運営上、

天変地異、その他これに準ずるやむを得ない事情により、事

業の縮小または事業所の閉鎖・組織変更そのほか労働者派遣

の継続困難な事情が生じたときであって、他の事業所への派

遣が困難なとき、もしくは通勤可能な範囲の他の事業所がな

く、かつ本人の事情により異動ができない等で、継続派遣雇

用が困難なとき 

（１４）派遣先での就労終了後、会社が新たな就業機会の確保を図

るために１か月の期間、努力を要した場合においても、なお

新たな派遣先が確保できないとき 

（１５）その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき 

（解雇予告） 

第９７条 前条の定めにより、従業員を解雇する場合は、次の各号に掲げる者

を除き、３０日前に本人に予告し、または平均賃金の３０日分に相

当する予告手当を支給する。 

（１）日々雇い入れられる者で雇用期間が１か月を超えない者 

（２）２か月以内の期間を定めて雇用した者 
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（３）試用期間中であって採用日から１４日以内の者 

（４）本人の責めに帰すべき事由によって解雇する場合で、労働基

準監督署長の認定を受けた者 

２．天災地変、その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能と

なった場合における解雇であって、所轄労働基準監督署長の認定を

受けたときは、前項の規定は、適用しない。 

３．第１項の予告日数については、予告手当を支払った日数だけ短縮す

ることがある。 

（解雇制限） 

第９８条 従業員が次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定める期間中

は解雇しない。ただし、天災地変、その他やむを得ない事由のため、

事業の継続が不可能となった場合は、この限りでない。 

（１）業務上の傷病による療養のために休業する期間およびその後

３０日間 

（２）産前産後の女性従業員が休業する期間およびその後３０日間 

第８章 安全衛生 

（安全および衛生） 

第９９条 会社および従業員は、安全衛生に関する諸法令および会社の諸規程

を守り、災害の防止と健康の保持増進に努めなければならない。 

（就業禁止） 

第１００条 他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている者、または疾病

のため他人に感染させるおそれのある者そのほか医師が就業を不適

当であると認めた者は、就業させない。 

２．従業員は、同居の家族または同居人が他人に感染するおそれのある

疾病にかかり、またはその疑いのある場合には、直ちに上司に届け

出て必要な指示を受けなければならない。 

（健康診断） 

第１０１条 常時雇用される従業員に対しては、毎年１回定期的に健康診断を

行う。 

２．深夜業（１週間に１回以上または１か月に４回以上）を含む業務等

に従事する者および法令で定める有害業務に従事する者には、別途

法令に基づく回数および特別の項目による健康診断を付加する。こ

れ以外の場合であっても会社が必要と判断した場合はこれに準じて

扱う。 

３．会社は、第１項および第２項の健康診断の結果を本人に速やかに通

知するとともに、異常の所見があり、必要と認めるときは、就業を

一定期間禁止し、または配置転換を行い、その他就業上必要な措置
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を命ずることがある。 

（自己保健義務） 

第１０２条 従業員は、日頃から自らの健康の保持、増進および傷病予防に努

め、会社が実施する所定の健康診断は必ず受診し、健康に支障を感

じた場合には、進んで医師の診療を受ける等の措置を講ずるととも

に、会社に申し出てその回復のため療養に努めなければならない。 

第９章 災害補償 

（災害補償） 

第１０３条 従業員の業務上の傷病に対する療養補償、休業補償、障害補償お

よび業務上の死亡に対する遺族補償、葬祭料については、労働基準

法の定めるところによりこれを行う。 

第１０章 雑 則 

（知的財産権等の帰属） 

第１０４条 従業員が、業務遂行に際して作成した書類、ノウハウ、プログラ

ムその他すべての成果物（有形、無形を問わない）に関し特許を受

ける権利、特許権、著作権、その他すべての権利（以下これらの知

的財産権を総称して「本件権利」という。）が発生する場合、本件

権利は原始的に会社に帰属し、また、その性質上会社に原始的に帰

属しない権利については、当該権利発生時に従業員から会社に移転

する。ただし、職務発明等（考案および意匠を含む。）に該当しな

いものについてはこの限りではない。 

２．前項の場合、従業員は会社または第三者に対し、著作者人格権を行

使しない。 

３．会社と従業員との間には、本件権利の帰属ないし承継の法律関係は

一切生じない。 

４．会社が従業員に対して、本件権利の帰属ないし承継に関する契約締 

結を申しいれた場合、従業員は誠実にこれに対応するものとする。 

（無期労働契約への転換） 

第１０５条 通算雇用契約期間が５年を超える有期派遣スタッフのうち、引き

続き雇用を希望するものは、会社に対し、期間の定めのない労働契

約へ転換すること（以下「無期転換」という。）の申込みをするこ

とができる。 

２．前項の通算雇用契約期間（５年間）の算定において、前項の契約期

間満了日から次の契約期間初日までの間が６か月以上経過している

ときは、その前後の雇用期間を通算しないものとする。 
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３．無期転換を希望した場合、原則として当該有期労働契約が終了した

翌日から正社員派遣スタッフ・無期派遣スタッフに転換する。 

４．本条の定めにより正社員派遣スタッフ・無期派遣スタッフとなった

従業員の労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である

労働条件（契約期間および定年の定めを除く。）と同一のものとす

る。ただし、正社員派遣スタッフ・無期派遣スタッフの同意を得た

場合に、会社は労働条件を変更する場合がある。 

５．無期転換の申込みは、現に締結している有期労働契約の契約期間が

満了する日の１か月前までに、書面で行わなければならない。 

（所管および改廃） 

第１０６条 本規程の所管部署は人事部門とする。 

２．改廃は「規程管理規程」の定めるところによる。 

  

〔附 則〕 

（施行日） 

第 １ 条 本規則は２０１９年４月１日より施行する。 

（制定）２０１９年４月１日制定 

（改定）２０２０年４月１日改定（発効日２０２０年４月１日） 

（改定）２０２０年１０月２３日改定（発効日２０２０年１０月１日） 

（改定）２０２１年４月２２日改定（発効日２０２１年５月１日） 

（改定）２０２１年１２月１日改定（株式会社トライトに関し合併により新法

人にて再決議） 

（改定）２０２２年４月１日改定 

 (改定) ２０２２年７月１日改定 

 (改定) ２０２３年１月１日改定 

 (改定) ２０２３年４月１日改定 

 (改定) ２０２３年９月１日改定 


